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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、ベンダ毎にＳＢＣの仕様やＬ
ＥＤの構成が異なっていても、ソフトウェアをベンダ毎
に作ることなく、ＬＥＤを正しく発光させることにある
。
【解決手段】本発明は、通信装置に設けられている着脱
可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視手段と、
前記監視によって運用状態の変化を検知すると、前記情
報処理装置における発光部の発光色と発光動作とが運用
状態に応じて設定されているテーブルを参照し、運用状
態が変化した情報処理装置の変化後の運用状態に対応し
ている発光色と発光動作とに基づいて、前記発光部を発
光させる制御部とを有することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置に設けられている着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視手段と、
　前記監視によって運用状態の変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発
光色と発光動作とが運用状態に応じて設定されているテーブルを参照し、運用状態が変化
した情報処理装置の変化後の運用状態に対応している発光色と発光動作とに基づいて、前
記発光部を発光させる制御部と
を有することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　情報処理装置毎に前記テーブルが記憶されているサーバと、
　情報処理装置の起動時に、この情報処理装置に対応するテーブルを前記サーバから読み
込む更新部と
を有することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　通信装置に設けられている着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視手段と、
　前記監視によって運用状態の変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発
光色と発光動作とが運用状態に応じて設定されているテーブルを参照し、運用状態が変化
した情報処理装置の変化後の運用状態に対応している発光色と発光動作とに基づいて、前
記発光部を発光させる制御部と
を有することを特徴とする発光制御装置。
【請求項４】
　情報処理装置の起動時に、この情報処理装置に対応するテーブルを、情報処理装置毎に
前記テーブルが記憶されているサーバから読み込む更新部を有することを特徴とする請求
項３に記載の発光制御装置。
【請求項５】
　通信装置に設けられている着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視ステップ
と、
　前記監視によって運用状態の変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発
光色と発光動作とが運用状態に応じて設定されているテーブルを参照するステップと、
　前記テーブルに設定されている、運用状態が変化した情報処理装置の変化後の運用状態
に対応している発光色と発光動作とに基づいて、前記発光部を発光させる発光ステップと
を有することを特徴とする発光制御方法。
【請求項６】
　情報処理装置の起動時に、この情報処理装置に対応するテーブルを、情報処理装置毎に
前記テーブルが記憶されているサーバから読み込む読込ステップを有することを特徴とす
る請求項５に記載の発光制御方法。
【請求項７】
　通信装置に設けられている着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視ステップ
と、
　前記監視によって運用状態の変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発
光色と発光動作とが運用状態に応じて設定されているテーブルを参照するステップと、
　前記テーブルに設定されている、運用状態が変化した情報処理装置の変化後の運用状態
に対応している発光色と発光動作とに基づいて、前記発光部を発光させる発光ステップと
を発光制御装置に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　情報処理装置の起動時に、この情報処理装置に対応するテーブルを、情報処理装置毎に
前記テーブルが記憶されているサーバから読み込む読込ステップを実行させることを特徴
とする請求項７に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、発光制御に関し、特に通信装置の運用状態を、発光する色と発光動作によっ
て表すための発光制御の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願に関係するＡＴＣＡ通信装置について説明する。
【０００３】
　ＰＩＣＭＧ（PCI Industrial Manufacturing Group）規格で製造されたＡＴＣＡ（Adva
nced Telecom Computing Architecture）通信装置内のＳＢＣ（Single Board Computer）
に搭載されているソフトウェアは、自社製または自社と同様なＬＥＤ仕様を持つＡＴＣＡ
通信装置のＳＢＣのＬＥＤの仕様に適用した発光を行うように作りこまれている。
【０００４】
　例えば、Ａ社製のＳＢＣは、自ＳＢＣの運用状態が「正常」の場合はＬＥＤ－Ａ及びＬ
ＥＤ－Ｂを緑色に点灯させ、「障害」の場合はＬＥＤ－Ａを赤色に点灯させてＬＥＤ－Ｂ
を橙色に点灯させる仕様だとする。そうすると、「正常」を検知するとＬＥＤ－Ａ及びＬ
ＥＤ－Ｂを緑色に点灯させ、「障害」を検知した場合はＬＥＤ－Ａを赤色に点灯させてＬ
ＥＤ－Ｂを橙色に点灯させるソフトウェアを作る。
【０００５】
　一方、Ｂ社製のＳＢＣのＬＥＤは赤色及び橙色を点灯させることができない構成である
とする。すると、Ｂ社製の仕様は赤色及び橙色を使用しない仕様、すなわち自ＳＢＣの運
用状態が「正常」の場合はＬＥＤ－Ａを緑色に点灯させてＬＥＤ－Ｂを消灯させ、「障害
」の場合はＬＥＤ－Ａ及びＬＥＤ－Ｂを消灯させる仕様だとする。そうすると、「正常」
を検知するとＬＥＤ－Ａを緑色に点灯させてＬＥＤ－Ｂを消灯させ、「障害」を検知した
場合はＬＥＤ－Ａ及びＬＥＤ－Ｂを消灯させるソフトウェアを作る。
【０００６】
　そのため、ＳＢＣをＡ社製からＢ社製に交換した場合、Ａ社製用に作り込んだソフトウ
ェアをＢ社製に適用させても正しく表示ができない問題があった。そして、正しくＬＥＤ
の発光を行わせるには、ソフトウェアを改造又は最初から作成して対応する必要があった
。
【０００７】
　ＬＥＤの発光を制御する技術として特許文献１が挙げられる。この技術は、携帯電話に
おいてユーザが設定した内容に応じた着信表示をする技術である。しかしながら、ＬＥＤ
の構成が変更されることを想定しておらず、自装置に設けられているＬＥＤの構成で対応
できる表示方法を１つ１つ選択して設定しているので、特許文献１の技術も１つ１つソフ
トウェアを作り込んでいるのと同じである。
【０００８】
　そのため、特許文献１の技術を用いても、ソフトウェアを改造又は最初から作成して対
応する必要がある。
【特許文献１】特開２００５－２６９２５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、ベンダ毎にＳＢＣの仕様やＬＥＤの構成が異なって
いても、ソフトウェアをベンダ毎に作ることなく、ＬＥＤを正しく発光させることにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するための発明は、通信システムであって、通信装置に設けられている
着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視手段と、前記監視によって運用状態の
変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発光色と発光動作とが運用状態に
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応じて設定されているテーブルを参照し、運用状態が変化した情報処理装置の変化後の運
用状態に対応している発光色と発光動作とに基づいて、前記発光部を発光させる制御部と
を有することを特徴とする。
【００１１】
　上記課題を解決するための発明は、発光制御装置であって、通信装置に設けられている
着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視手段と、前記監視によって運用状態の
変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発光色と発光動作とが運用状態に
応じて設定されているテーブルを参照し、運用状態が変化した情報処理装置の変化後の運
用状態に対応している発光色と発光動作とに基づいて、前記発光部を発光させる制御部と
を有することを特徴とする。
【００１２】
　上記課題を解決するための発明は、発光制御方法であって、通信装置に設けられている
着脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視ステップと、前記監視によって運用状
態の変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発光色と発光動作とが運用状
態に応じて設定されているテーブルを参照するステップと、前記テーブルに設定されてい
る、運用状態が変化した情報処理装置の変化後の運用状態に対応している発光色と発光動
作とに基づいて、前記発光部を発光させる発光ステップとを有することを特徴とする。
【００１３】
　上記課題を解決するための発明は、プログラムであって、通信装置に設けられている着
脱可能な情報処理装置の運用状態を監視する監視ステップと、前記監視によって運用状態
の変化を検知すると、前記情報処理装置における発光部の発光色と発光動作とが運用状態
に応じて設定されているテーブルを参照するステップと、前記テーブルに設定されている
、運用状態が変化した情報処理装置の変化後の運用状態に対応している発光色と発光動作
とに基づいて、前記発光部を発光させる発光ステップとを発光制御装置に実行させること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明を用いると、ＬＥＤ発光動作を各ベンダの仕様に基づいたデータベースを有して
いるので、ＬＥＤを発光させるための動作又はプログラムを１つ用意すればよく、ＳＢＣ
を交換する度に動作又はプログラムを変更させる必要が無い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の特徴を説明するために、以下において、図面を参照して具体的に述べる。
【００１６】
　本発明を実施するための第１の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　図１を用いて、ＡＴＣＡ通信装置の構成の一実施例について説明する。
【００１８】
　ＡＴＣＡ（Advanced Telecom Computing Architecture）通信装置は、ＰＩＣＭＧ（PCI
 Industrial Manufacturing Group）規格で製造されているものであり、通信の情報処理
装置であるＳＢＣ（Single Board Computer）を複数（少なくとも１以上）個搭載してい
る。各ＳＢＣは、着脱可能であり、複数の異なるベンダによって提供される。図１では、
Ａ社製ＳＢＣとＢ社製ＳＢＣとが搭載されている場合を示している。
【００１９】
　図２は、ＳＢＣの構成の一実施例である。
【００２０】
　ＳＢＣは、そのＳＢＣを提供しているベンダによって仕様が異なる。そのため、ＳＢＣ
に設けられているＬＥＤの構成（ＬＥＤの数や発光できる色）及びＬＥＤの発光動作は、
ベンダ毎に異なる。本実施の形態では、どのＳＢＣも、ＬＥＤ‐Ａ、ＬＥＤ‐Ｂ、及びＬ
ＥＤ‐Ｃの３つを有している場合を用いて説明するが、この限りではない。
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【００２１】
　図４及び図５は、Ａ社製ＳＢＣの仕様例とＢ社製ＳＢＣの仕様例とを説明するための表
である。
【００２２】
　図４は、ＬＥＤの仕様例を説明するための表である。Ａ社製のＳＢＣのＬＥＤ－Ａは、
緑・赤・橙を発光させることができ、その発光動作は点灯・点滅・消灯が可能である。Ａ
社製のＳＢＣのＬＥＤ－Ｂは、緑・赤・橙を発光させることができ、その発光動作は点灯
・点滅・消灯が可能である。Ａ社製のＳＢＣのＬＥＤ－Ｃは、青を発光させることができ
、その発光動作は点灯・消灯が可能である。一方、Ｂ社製のＳＢＣのＬＥＤ－Ａは、緑を
発光させることができ、その発光動作は点灯・点滅・消灯が可能である。Ｂ社製のＳＢＣ
のＬＥＤ－Ｂは、橙を発光させることができ、その発光動作は点灯・点滅・消灯が可能で
ある。Ｂ社製のＳＢＣのＬＥＤ－Ｃは、青を発光させることができ、その発光動作は点灯
・消灯が可能である。図３に示す例では、Ａ社製のＳＢＣとＢ社製のＳＢＣとでは、ＬＥ
Ｄ－ＡおよびＬＥＤ－Ｂが発光できる色が異なる。
【００２３】
　図５は、運用状態に対する発光の仕様例を説明するための表である。Ａ社製は、運用状
態が正常の場合に、ＬＥＤ－Ａは緑色を点灯し、ＬＥＤ－Ｂは緑色を点灯し、ＬＥＤ－Ｃ
は消灯する。運用状態がスタンバイの場合に、ＬＥＤ－Ａは緑色を点灯し、ＬＥＤ－Ｂは
橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用状態が障害の場合に、ＬＥＤ－Ａは赤色を点
灯し、ＬＥＤ－Ｂは橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用状態が切り離しの場合に
、ＬＥＤ－Ａは橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｂは橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用
状態が電源ＯＦＦの場合に、ＬＥＤ－Ａは発光動作が不要、ＬＥＤ－Ｂは発光動作が不要
、ＬＥＤ－Ｃは青色を点灯する。
【００２４】
　一方、Ｂ社製は、運用状態が正常の場合に、ＬＥＤ－Ａは緑色を点灯し、ＬＥＤ－Ｂは
消灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用状態がスタンバイの場合に、ＬＥＤ－Ａは消灯し、
ＬＥＤ－Ｂは橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用状態が障害の場合に、ＬＥＤ－
Ａは消灯し、ＬＥＤ－Ｂは消灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用状態が切り離しの場合に
、ＬＥＤ－Ａは橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｂは橙色を点灯し、ＬＥＤ－Ｃは消灯する。運用
状態が電源ＯＦＦの場合に、ＬＥＤ－Ａは発光動作が不要、ＬＥＤ－Ｂは発光動作が不要
、ＬＥＤ－Ｃは青色を点灯する。
【００２５】
　ＳＢＣは、ＳＢＣ運用状態監視部２１とデータベース２２とＬＥＤ制御部２３とＬＥＤ
発光部２４とＬＥＤ２５（ＬＥＤ－Ａ、ＬＥＤ－Ｂ、及びＬＥＤ－Ｃ）とを有する。
【００２６】
　ＳＢＣ運用状態監視部は、自ＳＢＣの運用状態を監視しており、状態の変化を検知する
と、変化後の状態を示す情報を含む状態変更要求をＬＥＤ制御部に通知する。尚、本実施
の形態では、運用状態が障害無く動作している正常状態、準備中のスタンバイ状態、何か
障害が発生している障害状態、ＳＢＣが切り離されている切り離し状態、電源が切られて
いる電源ＯＦＦ状態のいずれかの状態に変化したかを監視する場合を用いて説明するが、
この限りではない。
【００２７】
　データベースには、図３に示すように、ＬＥＤ動作テーブルと、ＬＥＤ制御テーブルと
が記憶されている。このＬＥＤ動作テーブルとＬＥＤ制御テーブルとは、ＳＢＣのベンダ
毎及びＳＢＣの種類毎の少なくとも１方毎に作成されている。
【００２８】
　ＬＥＤ動作テーブルには、自ＳＢＣに設けられている各ＬＥＤの発光させる色と発光動
作とを示すＬＥＤ動作情報が運用状態に応じて設定されている。これは、自ＳＢＣの仕様
に基づいて設定されている。ＬＥＤの発光させる色とはＬＥＤが発光させる緑、赤、橙等
の色であり、発光動作とは点灯、点滅、消灯等の動作を示す。
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【００２９】
　ＬＥＤ制御テーブルには、ＬＥＤ動作情報に応じたＬＥＤ制御情報が設定されている。
これは、自ＳＢＣの仕様に基づいて設定されている。ＬＥＤ制御情報には、発光させる色
と発光動作とが示されている。
【００３０】
　図６は、図４及び図５に示したＡ社製の仕様に基づいて作成されるＡ社製のＬＥＤ動作
テーブルとＬＥＤ制御テーブルとの一例である。図７は、図４及び図５に示したＢ社製の
仕様に基づいて作成されるＢ社製のＬＥＤ動作テーブルとＬＥＤ制御テーブルとの一例で
ある。
【００３１】
　ＬＥＤ制御部は、ＳＢＣ運用状態管理部からの状態表示要求を受け、この状態表示要求
に示されている自ＳＢＣの運用状態に基づいて、データベースのＬＥＤ動作テーブルから
ＬＥＤ動作情報を読み出す。そして、読み出したＬＥＤ動作情報に基づいて、ＬＥＤ制御
テーブルからＬＥＤ制御情報を読み出して、各ＬＥＤの制御情報をＬＥＤ発光部に通知す
る。
【００３２】
　ＬＥＤ発光部は、ＬＥＤ発光部からのＬＥＤ制御情報に基づいて、各ＬＥＤを発光させ
る。
【００３３】
　次に、本実施の形態の動作を図６、７及び図８を用いて説明する。
【００３４】
　図８は、図２に示すＳＢＣに搭載されている構成部の動作概要を示している。
【００３５】
　図６及び図７に示す各テーブルの設定は、ＳＢＣを運用させる前段階で設定されている
ものとする。
【００３６】
　まず、ＳＢＣ運用状態管理部が自ＳＢＣの運用状態の変化を検出すると、変化後の運用
状態を示す情報を含む「状態変更要求」をＬＥＤ制御部に対して送信する。
【００３７】
　「状態変更要求」をＬＥＤ制御部が受けると、指定された運用状態をキーとしてＤＢの
「ＬＥＤ表示テーブル」を検索する。ここで、「スタンバイ」の運用状態が指定された場
合、Ａ社ＳＢＣでは「ＬＥＤ－Ａ動作」は「緑点灯」、「ＬＥＤ－Ｂ動作」は「橙点灯」
、および「ＬＥＤ－Ｃ動作」は「消灯」が検索される。また、Ｂ社ＳＢＣでは「ＬＥＤ－
Ａ動作」は「消灯」、「ＬＥＤ－Ｂ動作」は「橙点灯」、および「ＬＥＤ－Ｃ動作」は「
消灯」が検索される。
【００３８】
　この検索後、ＬＥＤ制御部は、まず、「ＬＥＤ－Ａ動作」をキーとして、「ＬＥＤ制御
テーブル」を検索する。この結果、Ａ社ＳＢＣでは、「ＬＥＤ－Ａ動作」である「緑点灯
」をキーにして、「制御」は「点灯」、「色」は、「緑」を検索する。同様に、Ｂ社ＳＢ
Ｃでは、「ＬＥＤ－Ａ動作」である「消灯」をキーにして、「制御」は「消灯」、「色」
は「ＮＵＬＬ」が検出できる。ＬＥＤ制御部は、制御したいＬＥＤ、この場合はＬＥＤ－
Ａに対して、検索した「制御」および「色」を指定して「ＬＥＤ表示要求」を、ＬＥＤ発
光部へ送信する。
【００３９】
　ＬＥＤ発光部は、ＬＥＤ－Ａの「ＬＥＤ表示要求」を受けると、指定ＬＥＤを「制御」
、「色」に従って、点灯、消灯、または点滅を行う。ここでは、Ａ社製ＳＢＣのＬＥＤ－
Ａを緑色に点灯し、Ｂ社製ＳＢＣのＬＥＤ－Ａを消灯にする。ただし、「制御」が「消灯
」で指定された場合は、「色」は、参照せず、消灯を行う。
【００４０】
　ＬＥＤ制御部は、上述したように、ＬＥＤ－ＢおよびＬＥＤ－Ｃに対してもＬＥＤ－Ａ
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と同様にデータベースを検索し、検索結果に基づいて「ＬＥＤ表示要求」を順次送信して
いく。ＬＥＤ発光部は、この「ＬＥＤ表示要求」を受けて、指示通りに動作する。
【００４１】
　尚、上記実施の形態では、ＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テーブルを別のテーブル
として設定した場合を用いて説明したが、ＳＢＣの運用状態に各ＬＥＤのＬＥＤ制御情報
を対応付けるようにして、ＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テーブルを１つのテーブル
にまとめたテーブルであっても良い。
【００４２】
　また、各ＳＢＣに、ＳＢＣ運用状態監視部とデータベースとＬＥＤ制御部とＬＥＤ発光
部とＬＥＤ（ＬＥＤ－Ａ、ＬＥＤ－Ｂ、及びＬＥＤ－Ｃ）とを有する構成を用いて説明し
たが、各ＡＴＣＡ通信装置毎にＳＢＣ運用状態監視部とデータベースとＬＥＤ制御部とを
設ける構成であっても良い。その場合、データベースは全ベンダのＳＢＣの仕様に対応で
きるＬＥＤ動作テーブルと、ＬＥＤ制御テーブルとが記憶されており、ＬＥＤ制御部は各
ＳＢＣに対応したデータを検索してＬＥＤ発光部に通知する構成をとるものとする。
【００４３】
　また、上述した本発明は、上記説明からも明らかなように、ハードウェアで構成するこ
とも可能であるが、コンピュータプログラムにより実現することも可能である。プログラ
ムメモリに格納されているプログラムで動作するプロセッサによって、上述した実施の形
態と同様の機能、動作を実現させる。尚、上述した実施の形態の一部の機能のみをコンピ
ュータプログラムにより実現することも可能である。
【００４４】
　以上説明したように、本発明を用いると、ＬＥＤ発光動作を各ベンダの仕様に基づいた
データベースを有しているので、ＬＥＤを発光させるための動作又はプログラムを１つ用
意すればよい。そのため、ＳＢＣを交換する度に動作又はプログラムを変更させる必要が
無い。
【００４５】
　また、ＬＥＤ発光動作を各ベンダの仕様に基づいたデータベースを有しているので、異
なるＬＥＤ発光の仕様を持つベンダのＳＢＣでも運用状態に応じて正しいＬＥＤ表示する
ことが可能である。
【００４６】
　また、ＬＥＤ制御部は、データベースを参照して検索結果に従ったＬＥＤの発光を指示
しているので、構成や運用動作状態に応じたＬＥＤ発光のための動作制御を変更すること
なく各ベンダに対応させてＬＥＤを発光させることができる。
【００４７】
　次に、第２の実施の形態について説明する。尚、上記第１の実施の形態と同様の構成に
付いては、同一番号を付し、詳細な説明を省略する。
【００４８】
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態に加えて、ＳＢＣにデータベース設定部が構
成されている。
【００４９】
　図９は、第２の実施の形態を説明するための図である。
【００５０】
　ＡＴＣＡ通信装置を監視および制御する監視制御装置と複数のＡＴＣＡ通信装置とを有
するシステム構成の例である。ＡＴＣＡ通信装置は、図１で示すＡＴＣＡ通信装置と同じ
である。
【００５１】
　監視制御装置は、全ベンダのＳＢＣに対応するＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テー
ブルを有する。監視制御装置は、サーバであってもよい。
【００５２】
　図１０は、第２の実施の形態のＳＢＣのブロック図である。
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【００５３】
　データベース設定部は、Ｂ社ＳＢＣが起動されると、初期設定動作としてＳＢＣ上のＲ
ＯＭ（リードオンリーメモリ）に格納されているＰＫＧ－ＩＤを読み込む。ＰＫＧ－ＩＤ
は、そのＳＢＣを提供しているベンダ、ベンダ内型番等が識別可能なＩＤである。そして
、読み込んだＰＫＧ－ＩＤ情報を含むＬＥＤ情報転送要求を監視制御装置に送信する。こ
のＬＥＤ情報転送要求に呼応して送信されたＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テーブル
を自ＳＢＣのデータベースに格納する。
【００５４】
　続いて、本実施の形態の動作について説明する。尚、Ａ社製のＳＢＣに障害が発生した
ため切り離し、Ｂ社製のＳＢＣに交換した場合を用いて説明する。
【００５５】
　図１１は、自ＳＢＣのデータベースを設定する際のチャートである。
【００５６】
　Ｂ社製のＳＢＣに交換し、Ｂ社製のＳＢＣを起動すると、データベース設定部はＳＢＣ
上のＲＯＭに格納されているＰＫＧ－ＩＤを読み込む。ここでは、Ｂ社製ＳＢＣを示すＰ
ＫＧ－ＩＤを読み込む。
【００５７】
　そして、読み込んだＰＫＧ－ＩＤ情報を含むＬＥＤ情報転送要求を監視制御装置に送信
する。
【００５８】
　監視制御装置は、送信されて来たＬＥＤ情報転送要求に示されているＰＫＧ－ＩＤをキ
ーとして、該当するＳＢＣのＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テーブルを取得する。こ
こでは、Ｂ社製ＳＢＣのＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テーブルを取得する。
【００５９】
　更に、監視制御装置は、そのＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制御テーブルを、ＬＥＤ情
報転送要求を送信したＳＢＣに対して送信し、ＬＥＤ情報転送完了を通知する。
【００６０】
　Ｂ社ＳＢＣは、ＬＥＤ情報転送完了を受けると、そのＬＥＤ表示テーブル及びＬＥＤ制
御テーブルで、自ＳＢＣ内のデータベースにあるＬＥＤ表示テーブルおよびＬＥＤ制御テ
ープルを書き込む。
【００６１】
　尚、上記実施の形態では、データベース設定部を各ＳＢＣに設けられている場合を用い
て説明したが、ＡＴＣＡ通信装置毎に設けられている構成であっても良い。
【００６２】
　また、上記実施の形態でも説明したように、コンピュータプログラムにより実現させて
も良い。
【００６３】
　以上説明したように、本発明を用いると、ＬＥＤ発光動作を各ベンダの仕様に基づいた
データベースを有しているので、ＬＥＤを発光させるための動作又はプログラムを１つ用
意すればよい。そのため、ＳＢＣを交換する度に動作又はプログラムを変更させる必要が
無い。
【００６４】
　また、本発明を用いると、ＬＥＤ発光動作を各ベンダの仕様に基づいたデータベースを
有しているので、異なるＬＥＤ発光の仕様を持つベンダのＳＢＣでも運用状態に応じて正
しいＬＥＤ表示することが可能である。
【００６５】
　また、ＬＥＤ制御部は、データベースを参照して検索結果に従ったＬＥＤの発光を指示
しているので、構成や運用動作状態に応じたＬＥＤ発光のための動作制御を変更すること
なく各ベンダに対応させてＬＥＤを発光させることができる。
【００６６】
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　また、ベンダに対応したデータベースをＳＢＣ起動時に設定しているので、異なるベン
ダのＳＢＣボードに交換した後も、自動的に運用状態に応じた正しいＬＥＤ発光を実行で
きることである。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１は、ＡＴＣＡ通信装置の構成を説明するための図である。
【図２】図２は、第１の実施の形態の構成を説明するための図である。
【図３】図３は、データベースを説明するための図である。
【図４】図４は、ベンダ毎の仕様例を説明するための図である。
【図５】図５は、ベンダ毎の発光の仕様例を説明するための図である。
【図６】図６は、ＬＥＤ動作テーブルとＬＥＤ制御テーブルの一例である。
【図７】図７は、ＬＥＤ動作テーブルとＬＥＤ制御テーブルの一例である。
【図８】図８は、第１の実施の形態の各構成部の動作を説明するための図である。
【図９】図９は、第２の実施の形態のシステム構成を説明するための図である。
【図１０】図１０は、第２の実施の形態の構成を説明するための図である。
【図１１】図１１は、第２の実施の形態の動作を説明するためのチャート図である。
【符号の説明】
【００６８】
２１　　　　　ＳＢＣ運用状態監視部
２２　　　　　データベース
２３　　　　　ＬＥＤ制御部
２４　　　　　ＬＥＤ発光部
２５　　　　　ＬＥＤ
２６　　　　　データベース設定部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(11) JP 2010-68178 A 2010.3.25
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【図９】 【図１０】
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